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第４章 国民保護に関する啓発 

 

１ 国民保護措置に関する啓発 

 

(1) 啓発の方法 

市は、国及び県と連携しつつ、住民に対し、国民保護措置における住民の避難

や救援の仕組みなど、国民が自らの生命、身体及び財産を守るという観点から知

っておくべき知識等についての啓発を行うよう努める。 

なお、この場合、広報紙、パンフレット等の様々な広報媒体や研修会等を通じ

て実施する。 

また、高齢者、障害のある人、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した

広報媒体を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行うよう努める。 

 

  (2) 学校における教育 

市教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災

害対応能力育成のため、市立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精

神、ボランティア精神の養成等のための教育を行う。 

 


